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はじめに 

 

経営改善専門委員会においては，平成１４年度以降，出資法人の経営改善策や将来方向

についての意見書を取りまとめ，出資法人改革に向けた提言を行ってまいりました。 

出資法人の改革をめぐっては，平成２２年９月県議会県出資団体等調査特別委員会にお

いて，出資法人数や派遣職員数等の削減目標が提示されたことや，本年３月に策定が予定

されている「第６次茨城県行財政改革大綱」でも出資団体改革が重要課題の一つとして位

置付けられる予定であることなど，今後も強い意志とスピード感を持って一層の改革に取

り組むことが求められております。 

このような中，本年度の審議対象法人として，株式会社つくば研究支援センター，株式

会社ひたちなかテクノセンター及び一般財団法人茨城県住宅管理センターを選定しました。 

つくば研究支援センターとひたちなかテクノセンターは，それぞれ本県南部と県北臨海

部地域において，インキュベーション事業や中小企業の支援，産学官連携による新事業創

出等の類似業務を行う産業支援機関であり，本委員会では，平成２１年度及び平成２２年

度にその統合を提言しておりますが，必ずしも十分に進展していないことから，改めて県

民の視点から検証を行いました。 

また，茨城県住宅管理センターについては，新規設立法人であるものの，設立の経緯や

事業の特性，非営利法人としてのあり様の視点から検証し，自立化へ向けた具体策につい

て検討したところです。 

本委員会では，これら法人や所管課からのヒアリングを行い，委員による審議を経て，

提言を行うものです。 

県においては，出資法人改革に残されている時間は少ないとの危機意識の下，この提言

を踏まえ，課題を先送りすることなく，具体的な対応策を立案し，不退転の決意で取り組

まれることを熱望するものです。 

おわりに，熱心に審議に当たられた委員各位に対し，心から感謝申し上げる次第であり

ます。 

 

 

   平成２４年３月２２日 

 

 

                                  茨城県出資団体等経営改善専門委員会 

                                        委 員 長   小 濵 裕 正 
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背景（本委員会において平成２３年度に統合を検討するに至る経緯） 

 

経営改善専門委員会（以下「本委員会」という。）では，県が所管する出資法人５５法

人について，２年間をかけて審議し，それぞれの将来の改革方向性を検討し，平成２２年

２月「県出資法人のあり方に関する報告書」として県に提出した。その中で，(株)つくば

研究支援センター（以下「支援センター」という。）及び(株)ひたちなかテクノセンター

（以下「テクノセンター」という。）については，「(株)つくば研究支援センターは民活

法※１により，(株)ひたちなかテクノセンターは頭脳立地法※２により，それぞれの事業を

推進するために設立された法人であるが，両者とも類似の業務を行っている。当面県関与

は必要であるが，一層の経営合理化の観点から，将来的には統合を検討すべきである。」

として，両法人の統合に言及した。 

 

※１ 民活法：民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法 

※２ 頭脳立地法：地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律 

 

さらに，本委員会は，県議会県出資団体等調査特別委員会からの提言などを踏まえ，今

後，県が廃止や統合に具体的に取り組む必要がある法人等として１６法人を取り上げ，平

成２３年１月に｢県出資法人改革に関する意見書｣として県に提出した。 両センターにつ

いては，次のとおり統合を再度提言している。 

 

・ 両法人は設立関係法令が異なるものの，県内の中小企業の事業創出，企業支援の推

進といった類似の事業を行っている。県全体の産業活性化を図るという観点からその

目的を明確にしたうえで統合を図るべきである。 

・ 県は両法人の最大出資者として，株主等関係者に対しイニシアチブを取って統合に

向けて理解と協力を得られるよう行動すべきである。 

 

最初の提言に対し，県商工労働部産業政策課（以下「所管課」という。）は，両センタ

ーがそれぞれ有する固有の事情を勘案し，本委員会による提言と異なり，事業を継続させ

ることとし，平成２２年６月の「県出資法人の将来方向についての基本方針」においてそ

の旨位置づけた。 

しかしながら，本委員会の２度目の提言があったことから，所管課も改革の姿勢を見せ

るべく，平成２３年３月の「｢県出資法人改革に関する意見書｣に対する対応方針につい

て」においては，両法人参画のもとに，県全体の産業活性化を図るという観点から，統合

の可否を含め，統合による産業活性化の効果，統合によるデメリット等について検討する

とされ，検討項目として，①統合による支援機能のあり方について，②統合による経営合

理化について，③その他 統合にあたっての課題についての３つを挙げたところである。 

(株)つくば研究支援センター・(株)ひたちなかテクノセンター 
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元々，上記の意見書等を取りまとめる過程で本委員会が行った所管課に対するヒアリン

グにおいても，株主構成の違いから理解を得ることが困難であるとの主張が頑なに繰り返

されてきたが，対応方針としての上記の僅かな記述においてさえ，「統合の可否
・ ・

を含め，

統合によるデメリット
・ ・ ・ ・ ・

等について検討する」と記載されていることにも象徴されているよ

うに，その後の統合に向けた作業は順調に進んでいるとは認め難い状況である。あまつさ

え改革の姿勢すなわちポーズを見せればいいとの思いが，デメリット等を検討するという

言葉からもうかがいとることができるのである。 

すなわち，本委員会において両法人の統合に関する意見を述べていることが支援センタ

ーの取締役会に報告されたのは平成２３年４月２６日であり，テクノセンターの取締役会

に報告されたのは平成２２年３月２９日と平成２３年５月２４日である。 

その後，上記の対応方針に基づき，両法人参画のもと，同年７月から３回の検討会を開

催しているが，統合に向けた課題の検討では，法人の統合は株主にとって大きなメリット

がなければ理解は得られないとか，出資者などが地域特性を期待する中で，事業の類似性

のみから統合を進めることは，株主の理解を得られない可能性があるとか，組織体制のス

リム化は限界があるとか，役員の削減は困難とか，合併反対者が会社法に基づく株式買取

請求権を行使した場合に買取りを迫られ経営面で事業継続が困難になるというものであり，

およそ「両法人の最大出資者として，株主等関係者に対しイニシアチブを取って統合に向

けて理解と協力を得られるよう行動すべき」という本委員会の提言とはかけ離れた姿勢と

なっている。 

 

テクノセンターは統合に対し前向きに検討する意向と聞いているが，支援センターにあ

ってはまったく消極的であると考えざるを得ない。 

後述するとおり，本委員会は，株主構成の違いや株式の買取請求に関しては，株主を説

得する余地があるものと考える。 

支援センターは，常勤取締役３名及び常勤監査役１名の役員構成に対して，プロパーの

正職員も同数の４名であり，しかもプロパーの正職員の全員が管理職となっており，極め

ていびつな組織構成と言わざるを得ない。常勤取締役については，支援センターに出資し

た株主の中から茨城県及び(株)日本政策投資銀行から各１名が，また，(独法)産業技術総

合研究所から１名が継続して選任されており，いわゆる典型的な天下りの受け皿になって

いる。同様に常勤監査役についても，株主の中から(株)常陽銀行から１名が継続して選任

されているのである。 

また，役員報酬については，支援センターはテクノセンターと比較して高いものとなっ

ている。 

 

本委員会としては，両センターの事業内容等をより踏み込んで分析・検討することによ

って，本年度改めて統合に向けた提言を行うものである。 
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両法人の概要と課題 

 

● 株式会社つくば研究支援センター 

 

［法人の状況］ 

（法人の概況） 

○ 本店所在地  茨城県つくば市千現２丁目１番６ 

 

○ 株式等の状況 

 ・ 資本金 ２，８００百万円 

・ 株主の状況 平成２３年３月３１日現在で７２者であり，うち茨城県が持分比率 

１８．３３パーセントで第１順位，他は全て民間７１者である。 

 

○ 役職員の状況（平成２３年７月１日現在） 

・ 役員１８人（常勤取締役３人，非常勤取締役１２人，常勤監査役１人，非常勤監査 

役２人） 

常勤取締役は，県退職者１名，日本政策投資銀行退職者１名，(独法)産業技術総合

研究所退職者１名で，常勤監査役は，(株)常陽銀行退職者１名である。 

・ 職員２１人（正規７人，嘱託９人，臨時職員５名） 

正規職員は，プロパー４名(男性１名，女性３名)，県派遣２名，(株)常陽銀行から

の出向者１名で，委嘱コーディネーターは６名である。 

 

（沿革） 

昭和６３年 １月  民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時

措置法（以下「民活法」という。）第２条第１号の研究開発・企業化

基盤施設（リサーチコア）として認定 

昭和６３年 ２月  創立総会，設立登記（資本金２，８００百万円） 

平成 元年 ６月  施設竣工 

平成１５年 ４月  つくば創業プラザ竣工 

 

（施設等） 

○ 施設の概要と利用状況 

１８，３２０．２６㎡の敷地内に延床面積９，９１９．６３㎡の建物６棟と県の公の

施設であるつくば創業プラザ１棟を配置し，施設提供事業として，オフィススペース，

試験研究室，大型実験室，テクノホールの賃貸，インキュベーション事業及びつくば創

業プラザの指定管理業務の用に供している。 
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○ (株)つくば研究支援センターの組織 

 

支援センターの組織は，上図のとおり総務企画部と研究支援部で構成され，総務企画

部では，施設提供事業，インキュベート事業，つくば創業プラザの指定管理業務，入居

企業に対する支援業務を分掌している。 

研究支援部では，研修・交流事業，情報提供事業，競争的研究資金獲得の支援など産

学官連携・経営支援等の推進業務を分掌している。 

人員構成は，総務企画部は部長１名，次長２名，課長１名，嘱託職員３名及び臨時職

員２名の合計９名，研究支援部は次長２名，課長１名，嘱託職員６名，臨時職員３名の

合計１２名からなっている。 

総務企画部長は研究支援部長を兼務しており，研究支援部の次長１名は研究支援部経

営支援室長及び総務企画部の次長を兼務している。また，総務企画部の別の次長１名が

創業支援室長を兼務し，総務企画部の残る１名の次長１名がインターネット管理者を兼

務している。総務企画部の課長は，創業支援室の室員を兼ねている。 

研究支援部の課長は，経営支援室の室員と総務企画部の創業支援室の室員及びインタ

ーネット管理室の室員を兼ねている。 

 

［事業内容］ 

（施設提供事業） 

貸室及び研修室の賃貸に係る管理業務であり，入居希望者の募集，賃料の設定，施設維

持管理からなり，支援センターの特徴として，インキュベーションマネージャーとコーデ

ィネーターが連携して専門家によるアドバイスを行う入居者サービスが付帯している。 

また，貸室にはシェアードオフィス（２９．５㎡の部屋６室を３分割及び６分割したも

の）１４ルームが含まれ，創業期のベンチャー企業に対しスペースを提供している。 

 

◆ 施設入居状況              （平成２３年３月３１日現在） 

施設      区分 貸室数 入居室数 入居率 

自 社 施 設 １０７ ９９ ９２．５％ 

つくば創業プラザ ２４ １８ ７５．０％ 

計 １３１ １０７ ８１．７％ 

 

また，研修室・大小ホール等の貸室業務については，面積は７０３㎡であり，平成
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２２年度の利用件数は７０９件で対前年比１０．８％の増となった。 

 

（つくば創業プラザの指定管理事業） 

指定管理者として，平成１８年度から平成２２年度まで，及び平成２３年度から平成 

２７年度までの各５年間，つくば創業プラザ（県の公の施設）の管理運営を行っている。

なお，つくば創業プラザは平成１５年度に竣工したが，オープンから平成１７年度までの

管理運営についても，支援センターが受託した。 

指定管理者として行っている業務は，利用者の管理業務，つくば創業プラザの維持管理

等であり，施設提供事業に極めて類似している。 

 

（受託事業等） 

○ 平成２２年度の受託事業等の概要 

国の競争的研究資金確保により産学官連携事業を推進し，つくばの技術シーズの提供

やコーディネーターによるマッチング等により新事業創出を推進するなど，国及び県等

の施策と連携して事業を展開している。また，会社経営に関する講座等を開催すると共

に，会計・労務等に関する相談や研究人材情報等を提供し，創業や新分野進出を支援し

ている。 

 

○ 受託事業等の損益 

法人の事業のうち施設提供事業を除いた受託事業，ＩＳＯセミナー，会員への情報提

供等の過去３か年度の損益の状況は，売上総利益，営業損益，経常損益ともに赤字であ

り，３か年の増減は，増加から減少しており，逓増あるいは逓減といった一定の動きで

はない。 

 

◆ 過去３年間の受託事業等の損益の状況 

科目      年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

売上総損益金額 △２１，８８９ △２６，８０１ △２６，０５１ 

営業損益金額 △５０，３９３ △６４，４２８ △４８，６４３ 

経常損益金額 △５０，４５９ △６４，８８１ △４８，６４３ 

 

［課題］ 

① プロパー職員の確保 

プロパー職員４名は，４０歳代後半から５０歳代前半と年齢が近接しており，今後と

も企業としての継続性を確保するためには，２０歳代や３０歳代のプロパー職員を新た

に採用することが必要となっている。 

 

② 施設設備の老朽化等 
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・ 築後２２年を経過し施設設備の老朽化が進行しており今後計画的に大規模修繕を実

施する必要がある。また将来の建替に向けた資金の積立てが必要である。 

・ これまで積極的な修繕を実施することで施設の価値を確保してきたが，新規開業の

オフィスビルに対抗するためには，今後ともグレードの高い施設として建物の価値を

確保し，時代に対応した設備の導入も重要である。 

 

③ 競合施設の増加 

つくばエクスプレス沿線の東葛テクノプラザなど競合施設に対抗し入居企業の定着や

新規入居企業の確保を図るため，設備投資等による快適な環境の提供と併せ，入居者サ

ービスの充実等を図ることが重要である。 

 

④ 受託事業の赤字削減 

受託事業等は，事業に携わる正規職員等の人件費の一部等間接的な経費が受託事業収

益により負担しきれないことから，恒常的な赤字体質となっている。 

しかし，受託事業等に対する支援センターの役割からすれば，赤字の全額を支援セン

ターが負担している現状が，必ずしも良いとは言い切れない。なぜならば，受益者に対

して応分負担を求めれば，結果として支援センターの負担が軽くなり，より多くの中小

企業に対して，事業受託の機会をより提供することが可能になるためである。受託事業

遂行による経済的メリットが受託企業に帰属することを考慮すれば，応分負担を求める

ことは，容認されるべきものである。 

したがって，現状の負担形態は，特定の事業者にのみメリットを与えることになって

おり，望ましいものではない。 
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● 株式会社ひたちなかテクノセンター 

 

［法人の状況］ 

（法人の概況） 

○ 本店所在地  茨城県ひたちなか市新光町３８番地 

 

○ 株式等の状況 

・ 資本金 １００百万円 

・ 株主の状況 平成２３年３月３１日現在で２６者であり，うち茨城県が持分比率 

４１．２０パーセントで第１順位，他に(独法)中小企業基盤整備機構，ひたちなか市

外６市村及びひたちなか商工会議所を合せた公共セクターの持分比率は６２．５３パ

ーセントである。その余は民間１６社である。 

なお，テクノセンターは，平成１７年度に減損会計を導入した結果，多額の累積損失

を有していたが，平成２２年８月に無償減資を行い，資本金の額を４，１２６百万円か

ら１００百万円にし，累積損失２，３０２百万円を解消した。その差分１，７２４百万

円については資本準備金に計上している。 

 

○ 役職員の状況（平成２３年７月１日現在） 

・ 役員２１人（常勤取締役２人，非常勤取締役１６人，常勤監査役１人，非常勤監査

役２人） 

常勤取締役は，県退職者１名，(株)日立製作所退職者１名で，常勤監査役は，(社)

茨城県公害防止協会退職者１名である。 

・ 職員２７人（正規８人，嘱託１８人，臨時職員１名） 

正規職員は，プロパー女性２名，県派遣３名，ひたちなか市からの出向者１名，

(株)常陽銀行からの出向者１名，契約社員１名で，嘱託１８名は委嘱コーディネータ

ーである。 

 

（沿革） 

平成 ２年 ８月  地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律第

５条第１項の規定に基づき，水戸・日立地域集積促進計画が承認 

平成 ２年１０月  創立総会，設立登記（資本金４，１２６ 百万円） 

平成 ９年 ６月  施設竣工 

 

（施設等） 

○ 施設の概要と利用状況 

２４，２３７㎡の敷地内に延床面積１０，１３７㎡の建物３棟を配置し，施設提供事

業として，貸室(オフィススペース)，研修室，会議室の賃貸及びデザイン事業の用に供
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している。貸室については，企業の成長段階に応じ，「研究開発室」，「スモールオフ

ィス」，「創業準備オフィス」を提供している。 

 

○ (株)ひたちなかテクノセンターの組織 

会長 社長 専務 常務

総務・研修部

企業支援部

デザイン支援部  

テクノセンターの組織は，上図のとおり総務研修部と企業支援部とデザイン支援部で

構成され，総務研修部では，研究開発室等賃貸事業，人材育成事業，入居企業に対する

支援業務を分掌している。 

企業支援部では，多様なネットワークを活用した地域産業の活性化に資するよう，地

域企業の成長分野や新分野への進出，Ｊ－ＰＡＲＣによる産業振興，競争的研究資金獲

得などに資する支援事業を分掌している。 

デザイン支援部では，法人が県から受託した茨城県デザインセンター業務を分掌し，

中小企業のデザイン活動の総合的な支援機関として県内中小企業の産業デザイン活動を

総合的に支援するとともに，いばらきデザインフェアを開催し，優れたデザインの商品

や活動をＰＲしている。 

人員構成は，総務研修部は部長１名，次長１名，課長１名，職員２名，契約社員１名，

嘱託職員１名及び臨時職員１名の合計８名，企業支援部は課長１名，課長代理１名及び

嘱託職員１４名（うち非常勤嘱託職員１３名）の合計１６名，デザイン支援部は嘱託職

員３名からなっている。 

企業支援部長は常務取締役が兼務しており，デザイン支援部については，対外的にデ

ザインセンターと標榜する場合のデザインセンター長は総務研修部長が兼務しているが，

内部的なデザイン支援部長のポストは嘱託職員が占めている。 

 

［事業内容］ 

（研究開発室等賃貸事業） 

貸室，研修室及びホールの賃貸に係る管理業務であり，入居希望者の募集，賃料の設定，

施設維持管理からなり，テクノセンターの特徴として，コーディネーターとインキュベー

ションマネージャーが技術面，経営面で支援を行い，茨城県デザインセンターの活用が無

料でできる入居者サービスが付帯している。 

貸室の面積は５，３３７㎡，５４室であり，平成２３年３月３１日現在では，４９社 

４，９３１㎡が入居して，入居率は９２．４％となっている。 

なお，上記の貸室の面積には，創業準備オフィス（１００㎡の部屋に１０ブースを設

置）は含まれていない。 
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◆ 施設入居状況              （平成２３年３月３１日現在） 

施設       区分 募集面積 入居面積 入居率 

研究開発室 ４，５８７ ４，１９７ ９１．５％ 

公的機関 ５５０ ５５０ １００．０％ 

スモールオフィス※１ ２００ １８４ ９２．０％ 

計 ５，３３７ ４，９３１ ９２．４％ 

創業準備オフィス※２ ７８ ７８ １００．０％ 

※１スモールオフィス：ベンチャー向け，※２創業準備オフィス：新規創業者向け 

 

また，研修室・ホール等の貸室業務については，面積は６２２㎡であり，平成２２年度

の利用件数は２２８件で対前年比３０．３％の増となった。 

 

（受託事業） 

○ 平成２２年度の受託事業の概要 

国の競争的資金確保により産学官連携事業を推進し，多様なネットワークを活用した

県北臨海部の技術シーズの提供やコーディネーターによるマッチング等により新事業創

出を推進するなど，国及び県等の施策と連携し，地域の活性化を図る事業を展開してい

る。また，職業訓練に関する講座等を受託すると共に，デザインの視点から県内中小企

業の事業活動を支援している。 

 

○ 企業支援事業等の損益 

法人の事業のうち研究開発室等賃貸事業を除いた企業支援事業，人材育成事業，デザ

イン支援事業の過去３か年度の損益の状況は，売上総利益，営業損益，経常損益ともに

黒字であり，３か年の増減は逓増傾向で，概ね順調である。 

 

◆ 過去３年間の企業支援事業等の損益の状況 

科目     年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

売上総損益金額 ２４，２６４ ２７，７０２ ３３，４３７ 

営業損益金額 ３，６９３ ９，１３０ ２２，４４９ 

経常損益金額 ３，６９３ ９，１３０ ２２，４４９ 

 

［課題］ 

① プロパー職員の確保 

プロパー職員２名は，３０歳代後半及び４０歳代後半と年齢が近接しており，また，

管理職は派遣職員が占めており，今後も県及び民間からの派遣が絶対的に必要である反

面，民間，県ともに職員を派遣することは厳しい状況であり，プロパー職員の新規採用

による後継者育成が課題となっている。 
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② 施設設備の修繕，更新 

自社所有の建物及び器具備品については，築後１４年が経過し経年劣化が進んでいる

ことから今後大きな修繕や設備投資が予想されており，これらに要する資金を確実に確

保する必要がある。 
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統合の効果 

 

［統合の必要性（委員会の考え方）］ 

両センターは，いずれも県内の中小企業の事業創出や企業支援の推進という類似事業を

行っており，県全体の産業活性化を図る観点からも，現状の目的・機能を維持・発展させ

て統合を図ることが必要である。 

 

［統合に向けての課題］ 

○ 株主構成の違い 

支援センターは７２の株主から成り立っており，うち公共は茨城県のみで，他は民間

企業という状況である。民活法の趣旨からしても当然と言えば当然の株主構成であるが，

持分比率が高いのは茨城県１８パーセントと(株)日本政策投資銀行１５パーセントであ

り，他は３．５７パーセント以下と低い率である。 

一方のテクノセンターは２６の株主から成り立っており，うち公共は茨城県，(独法)

中小企業基盤整備機構，ひたちなか市外周辺５市村及びひたちなか商工会議所で，公共

全体での持分比率６２パーセントである。民間企業で持分比率が高いのは(株)日立製作

所の１３．５７パーセントであり，他は４．８５パーセント以下である。 

株主数の違いがあるものの，テクノセンターの民間企業の１６株主中半数以上の１０

者が支援センターにも出資している状況である。 

支援センターの設立発起人株主は１１者であるが，このうちテクノセンターに出資し

ていない者は８者で，持分比率の合計は３１．０７パーセントである。これらの者をは

じめ，両法人共通の出資者ではない株主の理解と協力を得ることが統合に向けての課題

として認識されている。 

両センターは，第三セクターとして設立された株式会社であり，単に営利のみを追求

することを目的として設立された法人ではない。すなわち，設立の根拠法はなくなって

しまっているものの，法人設立の趣旨が継続して実現されるか否かが株主にとっての最

重要事項であると考える。本委員会では，現状の目的・機能は維持しての統合を提言す

るものであり，その意味において何ら株主の利益を損なうものではなく，ましてやそれ

を維持・発展させようとする統合であることから，両センターが熱意と誠意をもって，

株主に説明することにより，株主の理解は得られるものと考える。 

 

○ その他の課題 

統合に向けては，新設合併とするのか，吸収合併とするのか，持株会社方式を採用す

るのか等の統合の手法であったり，役員の定数削減，職員の処遇などさまざまな課題は

想定されるところである。 

所管課及び両センターが参画した統合に関する検討会においては，合併比率について

株主の理解が得られないとか，統合が困難だとするなどデメリットを強調する意見が殆
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どである。受託事業等部門の赤字については，赤字で事業を継続するのが第三セクター

の使命であると正当化し，統合に関しては，株主の意向に配慮すべきと主張して営利企

業である株式会社を前面に出して反論する。両センターは，第三セクターとしての株式

会社であって，株主も単にキャピタルゲインや配当期待権等のために出資したものでは

ない。このことを前提として，統合を考えることが重要である。 

同検討会においては，合併に反対する株主からの株式買取請求を受けて経営的に事業

継続が困難になるとの意見が支配的である。立場を変えて考えると，現状の目的・機能

を維持しての統合であり，株主の大部分が少数株主に過ぎない現状において，株主が株

式買取請求を行うということは，株主が現状において両センターの事業を継続すること

の必要性がもはやないと判断していることに他ならないと考える。 

 

ちなみに，テクノセンターの民間の株主１６のうち１０は両法人共通であり，テクノ

センターのみに出資する民間の株主６の持分比率は現状でも２．４２パーセントが１社

のみで，他は１パーセントを下回っているのである。 

同様に，支援センターの民間の株主７１のうち１０は両法人共通であり，支援センタ

ーのみに出資する民間の株主６１の持分比率は現状でも３パーセント台が３社，２パー

セント台が１社，１パーセント台が３社であり，他は１パーセントを下回っているので

ある。 

両センターのこのような株主分布からも，両センターが真摯に株主に統合の必要性と

設立時の目的・機能を維持・発展させるための統合であることを説明すれば株主の理解

は得られると考える。 

 

［統合により期待される効果］ 

○ 総合的でトータルな県内中小企業とベンチャー企業に対する支援 

両センターともに類似業務を行っているが，現状ではこれら相互の連携，分担が適切

に実施されているか疑問である。 

県民サービスの向上と産業支援策の効果的実施という視点からは，両センターが現状

以上に事業展開や組織の活性化，資源の共有等を図るとともに，提供サービスの面的広

がりが求められている。このようなニーズに対応するためにも，両センターが統合し，

さまざまな面で統合によるシナジー効果を発揮し，創業や新事業創出を支援することが

求められている。 

すなわち，類似業務を集約化するとともに，両法人が提供する各種支援が一元的に展

開される体制となることで，企業の研究開発から事業化までの発展段階に応じたきめ細

かな支援が面的広がりを持って可能となるものである。 

 

○ 創業に役立つ県内産業拠点の情報の迅速かつ機動的な全県への提供 

支援センターが立地する「つくば」は，筑波大学や(独法)産業技術総合研究所をはじ
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めとする国等の研究機関３１(全国の約３割)及び民間企業の研究所２６０が立地し，研

究者約２万人が勤務するなど大学や公的研究機関が集積し，世界有数の研究開発拠点を

形成しているが，これは昭和５５年に概成した筑波研究学園都市の建設という大規模開

発事業の賜物である。 

一方のテクノセンターを中核的な事業運営主体と位置付ける水戸・日立地域集積促進

計画は，水戸市，日立市，ひたちなか市，常陸太田市，那珂市，常陸大宮市の一部及び

東海村を対象地域とするものであるが，この地域は，戦後の高度経済成長の過程で，

(株)日立製作所及び関連企業を中核とする電気機械及び一般機械の加工組立型の２業種

の集積が進んだものであり，また，東海村には，政策的に原子力関連施設の誘致が進め

られ集積を見ている。 

 

支援センターはつくば開発による恩恵を享受して事業を行っており，テクノセンター

は民間セクターを含むひたちなか開発等による恩恵をさらに高度化するミッションを負

っている点で違いはあるものの，いずれも公共，民間による開発がもたらす利益に関わ

っている点では共通である。しかしながら，両センターの事業の展開が，現在，ほぼ地

域限定的であることから，その開発利益の還元が，県内の一部に向いてしまっているこ

とも事実である。 

 

本来，県としての産業振興の視点からは，地域的に生じた開発利益であっても，全県

的な波及が望まれることは言を俟たない。 

両センターの統合は，つくば周辺の県南地域やひたちなか周辺の県北臨海部地域に主

として存する情報・事業等の全県的な波及に資するものである。 

 

○ 事業内容の向上，新分野への進出及び得意分野の拡大と充実 

支援センターでは，プロパー職員４名全員が管理職であることから多くの職を兼ねて

事務事業を遂行せざるを得ない状況で，赤字の受託事業等の一つである戦略的基盤技術

高度化支援事業に関しては管理法人業務の依頼が多く，人的体制の充実が課題となって

いる。このような状況に対処するためには，従前からの嘱託職員の雇用により対処する

方法では限界に達し，職員１人当たりの事務作業の負担が増加して，サービスレベルの

維持が困難になり，早晩職員の技術力の低下が表面化して問題となることが予見される。

もとより，長期に渡り法人に固定的な費用負担をもたらすプロパー職員の採用は，将来

に向けて法人の収入の安定が担保されていないと支援センター自身が判断していること

から困難であり，法人にノウハウが定着しにくい環境にある。 

 

もはや現在のような各事業にひも付きで嘱託職員を雇用する運営には限界があると考

えられる。今後プロパー職員を雇用し，各事業で人件費を賄うような予算編成に変更す

る必要があると考える。具体的には，受託事業の受益者に応分負担を求め，それで捻出
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した資金によりプロパー職員を採用することなどが考えられる。 

統合することにより，時期的な繁忙期のズレにより，両センターで人のやりくりが可

能になるとともにスケールメリットにより新たなプロパー職員の採用も現状よりも可能

になり，サービス水準の向上・ノウハウ等の伝承が可能となる。 

 

○ 市町村との関係強化 

支援センターは，設立にあたり民間活力の導入が標榜されたものであり，市町村から

の出資はない状況である。しかし，つくば市が設置するつくば市産業振興センターの入

居企業への支援業務を受託するなど，資本的関係はないものの地元つくば市とは一定の

連携が図られている。 

テクノセンターは，ひたちなか市をはじめ近隣７市村からの出資があり，地元市村は

出資を通じた関与があるほか，ひたちなか市は，ひたちなか市産業活性化コーディネー

ター配置事業，ひたちなか市ものづくり中小企業緊急支援事業などを委託している。株

主である市村との関係を尊重し，また，損なうことがないように最大限その実施事業に

配慮することが重要である。 

統合により，全県的な産業支援機関となることで現状の特定の市村との連携のみなら

ず，県内各市町村にも働きかけることが可能となることから産業振興策と有機的に連携

する可能性が高まる。 

 

○ 県等の補完業務の効率的推進 

成長産業振興プロジェクト事業は，県が平成２２年度から支援センターに委託したも

ので，県が成長４分野として位置付けた環境・新エネルギー，健康医療機器，食品，次

世代自動車について研究会を設置して，大手企業等との交流促進，技術シーズの紹介セ

ミナー等を開催し，成長分野への進出を促進している。しかし，成長４分野のうち，次

世代自動車に関しては，支援センターからテクノセンターに再委託されている。 

また，平成２２年度中途に緊急雇用事業として創設されたベンチャー企業等人材育成

支援事業については，県から両センターに委託され実施されている。 

このような事務事業については，統合により効率的な推進が期待できる。委託する側

の事務事業の効率化にも資するものである。 

 

○ ワンストップサービスの実現 

統合により，両センターが行う類似業務の担当部門が一元化されることから，県内企

業にとっては，ワンストップで一貫したサービスを受けることができ，分かりやすく利

用しやすい産業振興の拠点となることが期待できる。 

 

○ 産学官交流をより強力に推進 

つくば市周辺では科学技術に関するシーズがあり，ひたちなか市周辺には産業技術に
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関するシーズが存在する。それらが統合により社内に共有され，産学官との橋渡しの幅

が科学技術と産業技術の融合等による研究開発の推進にまで広がり，つくばからひたち

なかへ，ひたちなかからつくばへと，たすき掛けの情報交流が緊密になされることで，

県内全域の企業における新事業の創出が加速され，新たな雇用創出が期待できる。 

 

○ 執行体制の総合化・効率化 

統合により，より効率的な執行体制の確立を図るとともに，お互いの強みを生かして

時代の要請を担う総合的な産業支援サービスを遂行することが期待できる。 

 

○ 重複事業の調整による管理費の削減 

統合により，重複事業を整理することで職員及び人件費の削減が期待できる。また，

役員についても，常勤役員の削減が期待できる。 

 

○ 安定経営 

以上のような統合の効果が発揮されることで，プロパー職員の確保が図られ，組織内

部にノウハウの蓄積ができることで，安定的な経営に寄与することが期待できる。 

 

統合に向けた工程表等 

 

○ 統合に向けた工程表の作成 

所管課及び両法人を交えた統合に関する検討会における検討は，上記の統合により期

待される効果を真摯に検討したものとは認め難い。 

そのため，本委員会としては，統合に向けた次のポイントを含む工程表を両法人を交

え県において平成２４年度までに策定のうえ，平成２８年度までに両センターの統合を

完了する必要があると考える。 

・ 内部検討の結果取りまとめ 

・ 事務的な統合方針の決定 

・ 両法人の連携に向けた取組 

・ 事業計画の融合化と同一の事業の実施 

・ 同一の代表者の就任 

・ 第三者的な検討会議の設置と基本的な準備事項の取りまとめ 

・ 法人における決議 

・ 早期の統合実現 

 

なお，上記工程表の策定後も，その進捗状況について，定期的に本委員会に報告する

ことを求めたい。 

さらに，本委員会としては，上記工程表の策定が，平成２４年度中になされない場合
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又は策定された上記工程表の内容が不十分であると認める場合には，本委員会の関与の

下で，所管課が作業を担当し，県による上記工程表が策定されることを求めたい。 

 

○ おわりに 

支援センターもテクノセンターも，中長期的に見れば，プロパー職員が少なく派遣職

員や嘱託職員が多いので，いずれは人的に行き詰まるのは明白である。さらに施設の老

朽化に伴う新たな設備投資の問題もある。現状では，単独でプロパー職員を雇用するこ

とはリスクが大きすぎ，一方，プロパー職員を固定化しては法人としての持続性が担保

できないというジレンマがある。 

 

そのため，両法人の統合について，所管課と法人により真摯かつ速やかな検討が進め

られ，着実な準備を経て早期の実現が図られるとともに県全体の産業活性化に寄与する

ことを期待したい。 
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法人の概要等 

 

［設立及び自立化を求める背景］ 

一般財団法人茨城県住宅管理センター（以下「センター」という。）は，つくば地域の

国家公務員宿舎，独立行政法人都市再生機構（以下「ＵＲ」という。）が建設した集合住

宅及び県営住宅の管理を担うことを目的としてＵＲと県の出資で設立された財団法人茨城

住宅管理協会（以下「協会」という。）から，県営住宅管理部門を分離・独立する形で，

県のみの出捐により平成２２年４月１日に設立された法人である。 

 

分離・独立に当たって，県は県営住宅管理部門における剰余金相当額約４億６５百万円

を協会から寄附を受け，それを全額センターに出捐した。なお，指定正味財産である基本

財産を３百万円とし，残余の金額は一般指定正味財産として預金で保持されている。 

 

なお，新規に設立されたセンターは，初年度である平成２２年度から県営住宅とその共

同施設の指定管理業務を県から受託し，順調なスタートをきって現在に至っている。 

 

平成２２年 ３月  県が県営住宅及び共同施設の指定管理者として指定 

(ただし，県営住宅管理業務の前指定管理者である協会の指定

期間の残期間である平成２２年度のみ) 

平成２２年 ４月  一般財団法人として設立登記 

県営住宅の指定管理業務を開始 

平成２２年１１月  県が県営住宅及び共同施設の指定管理者として指定 

(平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで，つくば

市内及びつくば市以外の指定) 

 

県の指定管理業務を受託したことから，経験則からしても，また，事業計画上もセンタ

ーの経営は指定管理業務受託期間においては，安定的に推移することが見込まれている。

職員も協会から引き継いだ者であることから，県営住宅の管理業務の実務には精通してお

り，経営基盤は確立されつつある。 

このため，本委員会においては，平成２３年１月の県出資法人改革に関する意見書にお

いてセンターの県出捐金相当額の残額約４億６２百万円から立ち上げ支援相当額を控除し

た額は県へ寄附することを検討すべきとした。これに対しては，今年度末を目途に，セン

ター内に検討委員会を設置し，県出捐金のうち立ち上げ支援以外の部分の県への寄附方針

を決定する方向で対応している。 

 

 

(一財)茨城県住宅管理センター 
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［概要］ 

センターの主な業務は，県営住宅の管理事業（入退去業務，収納業務，駐車場管理，修

繕）及びその付随事業（汚水処理施設の維持管理など）である。 

 

平成２２年度の総事業費は，約１５億３８百万円であり，県の指定管理に係る受託収益

がそのうち約１５億４７百万円である。 

 

また，平成２３年７月１日現在の役職員数は，役員７名（うち常勤１名），職員４２名

（うちプロパー１３名，嘱託職員２５名，臨時職員４名）であり，県派遣職員はいない。 

 

法人の現況と課題 

 

［出捐継続の妥当性］ 

現在のセンターの業務は，県営住宅の管理事業であり，公募が原則とされる業務である

ことに鑑みれば，県が出捐者として積極的にセンターの運営に関わる必要性は薄く，何ら

かの対応策を検討することが急務である。 

 

［財務状況］ 

設立初年度の平成２２年度決算を見ると，黒字となっており，また，センターによる平

成２３年度から平成２７年度までの５年間の収支予算見込みでも，毎年度の収支差額はほ

ぼ均衡する見込みとなっている。 

 

法人の自立化への提言・県の関与からの離脱 

 

［県からの出捐金相当額の返還］ 

センターの経営の安定の条件が満たされた以上，センターが設立時に県から受け入れた

出捐金のうち一般正味財産である預金として保持している出損金相当額の残額約４億６２

百万円から立ち上げ支援相当額約１１百万円を控除した額については，何らかの目的をも

って継続保持する必要性は希薄な状況となっている。 

センターにおいても，出捐金相当額の残額約４億６２百万円から立ち上げ支援相当額約

１１百万円を控除した額の県への寄附を予定している。 

また，センターでは，出捐金相当額の残額約４億６２百万円から立ち上げ支援相当額約

１１百万円を控除した額のうち５０百万円については，経営が安定し，金融機関からの信

用力を得るまでの間，当座の運転資金として保持したいとし，それについては，平成２４

年度から平成２７年度まで，各年度均等額を寄附する予定である。 

したがって，県の財政状況が悪化していることを踏まえれば，県はセンターに対して，

平成２４年５月までに出捐金相当額の残額約４億６２百万円から立ち上げ支援相当額約１
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１百万円及び当座の運転資金５０百万円を控除した額の寄附並びに当座の運転資金相当額

５０百万円についても平成２４年度から平成２７年度までの間に各年度均等額を寄附する

ことを予定どおり実施するよう求めるべきである。 

 

［県の関与からの離脱］ 

センターの実施事業については，民間でも十分に担い得る事業であることから県が関与

する必要性は薄く，センターは，県から自立して自主的に運営すべきである。そのために，

センターは，県の出資団体としての県関与から離れ，一般財団法人としての範疇で経営さ

れるべきと考える。 

本委員会は，県に対して「出資法人等の経営評価及び運営指導に関する指針」（平成 

１４年８月制定）に照らし，かつセンターに県からの派遣職員がいないことを踏まえ，次

の２点を早急に行うことを提案する。 

①「センターに対し，指定正味財産として保持されている基本財産相当額３百万円を寄附

することを求めること」 

かつ 

②「センターが，県の基本財産としての出資額が基本財産全体の２５パーセント未満にな

るように，内部留保から基本財産を自己で積み増すか，あるいは内部または外部からの

出捐を募ること」 

以上の点についても平成２４年度中に速やかに実行を図られたい。 
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委員会の開催経過 

 

 

 

 

 

 

第１回 平成２３年１２月 ２日（金） 

・対象法人・所管課ヒアリング 

・法人のあり方等の協議 

 

 

 

第２回 平成２３年１２月２２日（木） 

・対象法人・所管課ヒアリング 

・法人のあり方等の協議 

・意見書骨子について 

 

 

 

第３回 平成２４年 １月１０日（火） 

・意見書のとりまとめ 
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対象出資団体の概要 

 

 

 

 

 

  株式会社つくば研究支援センター・ 

株式会社ひたちなかテクノセンターの概要 

 

------------------- 

 

２３ 

 

 

 

    一般財団法人茨城県住宅管理センターの概要 ------------------- ２８ 
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 (株)つくば研究支援センター・(株)ひたちなかテクノセンター 
 

■ 本委員会の統合に向けた提言等 

◎ 第５次茨城県行財政改革大綱における出資団体改革 

県においては，平成７年以降５次にわたり行財政改革大綱を策定し，現行の「第５次茨城県

行財政改革大綱」（推進期間：平成２１年度～平成２３年度）では，出資団体改革を大きな柱

の一つと位置づけて，出資団体の一層の経営健全化に向けた取組みを徹底するため，新たに法

人の将来方向について，事業の必要性，効率性，県関与の必要性等を検証のうえ，｢廃止｣，

｢統合｣，｢自立化・民営化｣及び｢存続｣の視点で改めて分類し見直しを進めることとした。 

◎ 平成２２年２月「県出資法人のあり方に関する報告書」 

本委員会では，平成２０年度から２か年にわたり，第５次茨城県行財政改革大綱における４

つの視点での見直しなどを踏まえ，主として県内で活動する出資法人等全てを対象に将来の改

革方向性を検討し，平成２２年２月４日に廃止８法人，統合７法人，自立化・民営化１０法人

を内容とする「県出資法人のあり方に関する報告書」を県に提出した。 

 「県出資法人のあり方に関する報告書」における出資法人等の将来方向（抜粋） 

分  類 法 人 名 

統合を求める法人 

(７法人) 

・(財)茨城県農林振興公社 

・(社)茨城県穀物改良協会 

・(社)園芸いばらき振興協会 

・茨城県道路公社 

・(財)茨城県建設技術公社 

・(株)つくば研究支援センター 

・(株)ひたちなかテクノセンター  

◎ 平成２２年６月「県出資法人の将来方向についての基本方針」 

県では，「県出資法人のあり方に関する報告書」を踏まえ，平成２２年６月１１日に，法人

の将来方向に対する基本的な方針として，「県出資法人の将来方向についての基本方針」（以

下「基本方針」）を決定し，その中で(株)つくば研究支援センター及び(株)ひたちなかテクノ

センターを含む次の法人については，法人の有する固有の事情を斟酌し，本委員会による提言

と異なり，事業継続とされた。 

◎ 平成２２年９月茨城県議会「県出資団体等調査特別委員会」の最終報告書 

県議会県出資団体等調査特別委員会は，最終報告において指導対象となる出資団体数につい

て平成２９年度までに概ね３０団体程度にすることとし，県は，削減目標の達成に向けて最大

限の努力をすべきと提言している。 

項  目 平成２１年度 
目     標 

平成２５年度 平成２９年度 

県出資団体数 ５５団体 
４０団体程度 

（△１５） 

３０団体程度 

（△１０） 

◎ 平成２３年１月｢県出資法人改革に関する意見書｣ 

本委員会は，平成２２年度，県議会県出資団体等調査特別委員会の最終報告書などを考慮し，

今後，県が廃止や統合に具体的に取り組む必要がある法人等として１６法人を選定し，平成２

３年１月２５日，｢県出資法人改革に関する意見書｣を提出した。その中で，(株)つくば研究支

援センター及び(株)ひたちなかテクノセンターについては，次のとおり統合に言及した。 

・ 両法人は設立関係法令が異なるものの，県内の中小企業の事業創出，企業支援の推進とい

った類似の事業を行っている。県全体の産業活性化を図るという観点からその目的を明確に

したうえで統合を図るべきである。 

・ 県は両法人の最大出資者として，株主等関係者に対しイニシアチブを取って統合に向けて

理解と協力を得られるよう行動すべきである。 
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◎ 平成２３年３月「｢県出資法人改革に関する意見書｣に対する対応方針について」 

   県は，本委員会の「県出資法人改革に関する意見書」を踏まえて検討を行い，平成２３年３

月１０日に「｢県出資法人改革に関する意見書｣に対する対応方針について」を決定した。 

(株)つくば研究支援センター及び(株)ひたちなかテクノセンターについては，両法人参画の

もとに，県全体の産業活性化を図るという観点から，統合の可否を含め，統合による産業活性

化の効果，統合によるデメリット等について検討するとされ，検討項目として，①統合による

支援機能のあり方について，②統合による経営合理化について，③その他 統合にあたっての

課題についての３つが挙げられた。 

◎ 平成２３年度経営評価の結果 

   県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例（平成１５年茨城県条例第３

号）第８条第４項の規定に基づく平成２３年度経営評価の結果，(株)つくば研究支援センター

及び(株)ひたちなかテクノセンター共に「概ね良好」であった。 

   しかし，経営評価の総合的所見においては，両法人の統合に向け県の積極的な取組を求めて

いる。 

 

■ (株)つくば研究支援センターの株式保有者の状況（平成２３年３月３１日現在） 

氏名又は名称 所有株式数（株） 持分比率（％） 

【公共】   

茨城県 １０，２６７ １８．３３ 

公共合計 １０，２６７ １８．３３ 

【民間】   

(株)日本政策投資銀行 ８，４００ １５．００ 

(株)常陽銀行，東京電力(株) 外３社 ２，０００ ３．５７ 

三井化学(株) １，６００ ２．８６ 

(株)筑波銀行，(株)日立製作所 外２社 １，０００ １．７９ 

三菱レイヨン(株) ８００ １．４３ 

三井造船(株)， 三菱商事(株) 外１９社 ６００ １．０７ 

東北電力(株) 外５社 ４００ ０．７１ 

三井住友海上火災保険(株) ２５０ ０．４５ 

東京海上日動火災保険(株) 外２社 ２４０ ０．４３ 

関彰商事(株) ，日立電線(株) 外２１社 ２００ ０．３６ 

三菱化学(株) 外２社 １００ ０．１８ 

日油(株) ６０ ０．１１ 

武藤賢治 ３ ０．０１ 

民間合計 ４５，７３３ ８１．６７ 

合 計 ５６，０００ １００．００ 

   

■ (株)つくば研究支援センター 経営指標等の推移 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

売上高    (千円) ５５３，０８６ ５９７，２９５ ５７１，４４８ 

営業損益金額 (千円) ４２，０４４ １４，８６７ ２６，６５６ 

有価証券運用益(千円) △ １，４１６ △ １，３３６ ２１４ 

経常損益金額 (千円) ４１，８４５ １３，８８１ ２７，０９７ 

当期純損益金額(千円) ２３，１１６ ７，０８９ ５，９３７ 

１株当たり利益 (円) ４１３ １２７ １０６ 

減価償却費  (千円） ４９，７１０ ４９，７８６ ４９，７２３ 

総資産   (百万円) ３，２４０ ３，２０６ ３，２１７ 

投資有価証券 (千円) ７，０５０ ５，７１３ ５，９２８ 

純資産   (百万円) ２，９１０ ２，９１７ ２，９２３ 
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■ (株)つくば研究支援センター 財務状況 

   ◎ 平成２２年度貸借対照表の模式図           （百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ (株)つくば研究支援センター 財務予測 

◎ 予想キャッシュフロー計算書 

 

Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度

税引後当期利益 7,680 7,696 11,207 8,654 9,079 8,727 6,806 5,897 7,322 8,209 8,844

減価償却費　現存他 50,807 39,028 38,489 37,876 37,263 37,200 36,185 35,637 35,506 34,276 33,470
　　　〃　　　　空調 0 1,923 8,846 13,846 13,846 13,846 13,846 13,846 13,846 13,846 13,846
　　　〃　　　　その他増 0 0 0 0 0 0 4,500 9,000 9,000 9,000 9,000
退職給与引当金繰入 1,977 3,822 2,122 2,147 2,172 2,172 2,172 1,800 1,800 1,800 1,800
　　〃　　支払　　2人 △ 27,041
設備投資　　空調（耐年13年） △ 50,000 △ 130,000
　　〃　　　受変電設備等　(15年) △ 120,000
　　〃　　　中央監視装置等　(15年) △ 15,000
借入金　　

借入　空調設備資金 65,000
返済　政策投資銀行 △ 4,400 △ 4,400 △ 4,400 △ 3,200 0 0 0 0 0 0 0
　〃　 空調資金 △ 6,500 △ 6,500 △ 6,500 △ 6,500 △ 6,500 △ 6,500 △ 6,500 △ 6,500

資金収支 56,064 △ 1,931 △ 8,736 52,823 55,860 55,445 △ 77,991 32,640 60,974 60,631 60,460

期首現預金残高　見込 392,584 448,648 446,717 437,982 490,805 546,665 602,110 524,118 556,758 617,732 678,363
期末現預金残高　見込 448,648 446,717 437,982 490,805 546,665 602,110 524,118 556,758 617,732 678,363 738,824

参考　　敷金返却資金 122,990 122,990 122,990 122,990 122,990 122,990 122,990 122,990 122,990 122,990 122,990

※売掛債権，受入敷金，貸倒引当金等の増減が無いことが前提
※法人税等については，実際の支払い時期ではなく，実行税率で計算した法人税等を計上

流動資産     ６６５ 

 

 

 

有形固定資産 ２，５３１ 

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産     １ 

投資その他の資産  ２０ 

 

流動負債     １２４ 

 

 

固定負債     １７０ 

 

 

 

 

純資産    ２，９２３ 

 

 うち資本金 ２，８００ 

 

 うち利益準備金 １２３ 

 

 

うち建物・構築物 

１，０８１ 

うち投資有価証券６ 

うち短期借入金 ５９ 

うち長期借入金 １２ 
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■ (株)ひたちなかテクノセンターの株式保有者の状況（平成２３年３月３１日現在） 

氏名又は名称 所有株式数（株） 持分比率（％） 

【公共】   

茨城県 ３４，０００ ４１．２０ 

(独法)中小企業基盤整備機構 １２，０００ １４．５４ 

ひたちなか市 ４，４００ ５．３３ 

東海村  ４００ ０．４８ 

水戸市，日立市 ２００ ０．２４ 

常陸太田市 ，那珂市 ８０ ０．１０ 

常陸大宮市  ４０ ０．０５ 

ひたちなか商工会議所 ２００ ０．２４ 

公共合計 ５１，６００ ６２．５３ 

【民間】   

(株)日立製作所 １１，２００ １３．５７ 

(株)常陽銀行，東京電力(株) ４，０００ ４．８５ 

日立電線(株) ２，４００ ２．９１ 

日本原子力発電(株) ２，０００ ２．４２ 

(株)筑波銀行，日立化成工業(株)  １，６００ １．９４ 

関彰商事(株) １，２００ １．４５ 

日立工機(株) ８００ ０．９７ 

茨城県信用組合 ６００ ０．７３ 

日本興亜損害保険(株) ４４０ ０．５３ 

三井住友海上火災保険(株) ３６０ ０．４４ 

東京海上日動火災保険(株) ２４０ ０．２９ 

茨城県ソフトプラザ協同組合 ２００ ０．２４ 

(株)損害保険ジャパン １８０ ０．２２ 

(株)ケーシーエス １００ ０．１２ 

民間合計 ３０，９２０ ３７．４７ 

合 計 ８２，５２０ １００．００ 

 

■ (株)ひたちなかテクノセンター 経営指標の推移 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

売上高    (千円) ３４３，７６２ ３５１，８８２ ３５２，１７４ 

営業損益金額 (千円) ３６，３９６ １５，７０８ ３１，６５６ 

有価証券運用益(千円) ０ ０ ０ 

経常損益金額 (千円) ５０，２２８ ２６，０６３ ４１，４８６ 

当期純損益金額(千円) ４８，８２９ ２４，９７７ ５，０１７ 

１株当たり利益 (円) ５９２ ３０３ ６１ 

減価償却費  (千円） ５３，１６１ ５４，００９ ５４，１７７ 

総資産   (百万円) ２，３８２ ２，２４９ ２，１５１ 

投資有価証券 (千円) ４５９，３９５ ５１４，２２６ ４１１，７６６ 

純資産   (百万円) １，８０４ １，８３２ １，８３５ 
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■ (株)ひたちなかテクノセンター 財務状況 

   ◎ 平成２２年度貸借対照表の模式図           （百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ (株)ひたちなかテクノセンター 財務予測 

◎ 予想キャッシュフロー計算書 

（単位：千円）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度
21,325 10,042 22,966 57,605 34,341 30,694 17,539 2,080 23,076 20,757
54,561 49,239 29,494 65,499 95,898 91,948 105,589 109,039 101,718 101,718

131,500 42,500 0 0 0 0 0 0 0 0
63,400 0 0 440,000 486,000 0 130,000 8,000 0 0

△ 119,014 16,781 52,460 △ 316,896 △ 355,761 122,642 △ 6,872 103,119 124,794 122,475
771,774 652,760 669,541 722,001 405,105 49,344 171,986 165,114 268,233 393,027
652,760 669,541 722,001 405,105 49,344 171,986 165,114 268,233 393,027 515,502

前提条件
①募集面積は第３次中計作成時と同様５，３０６㎡
②駐車場・ＰＢＸ等は２３年度予算２６，７３５千円を採用
③２４年度以降の人材は３，０００千円の新規受託を見込む
④２６・２７年度に受託事業は戦略的基盤技術高度化推進事業等で各年度１０，０００千円ずつ増加させる
⑤営業費用の①～⑥以外の部分⑦は２５年度の９３，４３５千円を採用

第３次中期経営計画
年度（翌年3月末）

予算

資金収支
期初資金
期末資金

当期純利益
減価償却
借入返済
設備投資

 

流動資産     ４８３ 

 

 

 

有形固定資産 １，２５７ 

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産     １ 

投資その他の資産 ４１２ 

 

流動負債     ２１０ 

 

固定負債     １０６ 

 

 

 

純資産    １，８３６ 

 

 うち資本金   １００ 

 

 うち資本剰余金１，７２４ 

 

 うち利益準備金   ５ 

 

 

うち建物・構築物 

９３２ 

うち投資有価証券４１２ 

うち短期借入金 １３２ 

うち長期借入金 ４３ 

うち有価証券 

１０１ 
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 (一財)茨城県住宅管理センター 
 

■ 組織及び事業内容 

 
 

■ 経営指標等 

区  分 平成２２年度 

経常収益     (千円) ２，０３９，７８３ 

経常外収益    (千円) ０ 

有価証券運用益  (千円) ０ 

経常費用     (千円) １，５３８，１７９ 

経常外費用    (千円) ０ 

一般正味財産増減額(千円) ４８０，３０９ 

指定正味財産増減額(千円) ３，０００ 

減価償却費    (千円） ２，７５８ 

総資産     (百万円) ７８３ 

投資有価証券   (千円) ０ 

正味財産    (百万円) ４８３，３０９ 

 

■ 財務状況 

   ◎ 平成２２年度貸借対照表の模式図            (百万円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動資産     ７６５ 

 

 

 

 

 

 

基本財産       ３ 

 

その他固定資産   １５ 

 

 

 

流動負債     ２９１ 

 

 

 

固定負債       ９ 

 

 

 

正味財産     ４８３ 

 

 

 うち指定正味財産  ３ 
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■ 財務予測 

◎ 予想キャッシュフロー計算書 
（単位:千円）

指定管理者

勘定科目 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 合計

Ⅰ事業活動収支の部

事業活動収入合計 1,440,139 1,440,139 1,440,139 1,440,139 1,440,139 1,440,139 1,440,139 1,440,139 1,440,139 1,440,139 14,401,390

事業活動支出合計 1,440,136 1,440,136 1,440,136 1,440,136 1,440,136 1,440,136 1,440,136 1,440,136 1,440,136 1,440,136 14,401,360

事業活動差額 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Ⅱ投資活動収支の部

投資活動収入計 7,942 7,407 6,376 7,496 7,584 7,584 7,584 7,584 7,584 7,584 74,725

投資活動支出計 7,942 7,407 6,376 7,496 7,584 7,584 7,584 7,584 7,584 7,584 74,725

投資活動収支差額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

当期収支差額 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

指定管理者（第２回） 指定管理者（第３回）予定

 
 

■ 一般財団法人に対する県の関与の特例 

県では， 県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例(平成１５年茨城県条

例第３号)を制定し，当該条例に基づき，出資法人等の経営評価及び運営指導に関する指針(以下

「指針」)を策定している。 

指針の目的においては，出資法人等は，地域振興や県民生活の向上など多様な行政目的を実施

する上で重要な役割を担っていることから，県が出資法人等に適切に関与することにより，その

経営の健全化に努め，これらの行政目的の効率的かつ効果的な達成を図っていく必要があるとし

ている。 

一方，県では，組織及び経営上，十分に自立化し県関与の必要性が薄れた公益財団法人，一般

財団法人及び特例民法法人については，自立・独立した運営を進めるため，平成２２年２月２６

日に指針の一部を改正し，一定の場合に指導監督の対象から除外する内容を追加した。 

具体的には，次の要件すべてに該当する場合は，指導監督基準の適用範囲から除外するとした

ものである。 

 基本財産における県出資金の割合が 4分の１未満であること。 

 県からの派遣職員が存在しないこと。 

 県からの財政的関与(競争入札による委託契約を除く)がないこと。 

 県出資金相当額を寄付として返還していること。 

なお，出資金相当額の返還については所管部(局)長が総務部長に事前に協議するとともに寄付

受入の結果を報告することとしている。 

かかる特例的な措置は，非営利法人については株式会社における株式の譲渡のような制度はな

く，一度県が出捐すればその事実は残り続けるため，県の指導監督の必要性がなくなった財政的

・人的関与の薄い法人について，出捐金相当額を県に寄附することにより出資の引き揚げを擬制

して，指導監督の対象から外す取扱いを可能としたものである。 

 


